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りりりり災証明書災証明書災証明書災証明書のののの申申申申しししし込込込込みについてみについてみについてみについて  
 

      

     りりりり災証明書災証明書災証明書災証明書のののの申申申申しししし込込込込みについてみについてみについてみについて 
  

    

 このたびの東日本大震災で被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。南相馬市で

は、被災された方々の生活再建のための、各種支援や税の減免申請等を行えるよう、建物の被

害状況の調査を行い、り災証明書の発行を行います。  

 り災証明書は、災害災害災害災害でででで破損破損破損破損したしたしたした建物建物建物建物についてのについてのについてのについての証明書証明書証明書証明書ですですですです。。。。市が申し込みのあった建物の被

害状況の調査を行い、確認した事実に基づき証明書を発行します。原子力発電所の事故により

避難されている方で、建物に損壊がない場合は証明の対象にはなりませんのでご注意ください。 

   

  申申申申しししし込込込込みみみみ対象者対象者対象者対象者 

  

・津波により住宅に被害を受けた方 

・地震により住宅に半壊以上の損壊を受けた方  ※半壊等の区分はこちら 

                                 被害状況区分（PDF：82KB） 

・鹿島区の建物については 4 月 25 日から、原町区の建物については 5 月 2 日から、小高区の建

物については 5 月 9 日から受付けを行います。  

     

  日程日程日程日程 

   

 窓口が混雑すると予想されるため、以下の日程で各区建物ごとに受付を行いますので、対象と

する区の建物以外の証明書は発行できません。また、5 月 9 日以降は土日を含め、市内すべて

の申し込みを受付ます。 

  

窓口での申し込み 
対象 

鹿島区 原町区 小高区及び各区 

郵送での申し込み 

日程 
4 月 25 日から 

4 月 28 日まで 

5 月 2 日から 

5 月 6 日まで 

5 月 9 日から 

5 月 29 日まで 

（土日を含む） 

4 月 25 日から 

受付 鹿島区役所 サンライフ南相馬 南相馬市本庁税務課 
すぐにやります課 

電話：0244-24-5238 

時間   午前 9 時から午前 11 時 30 分まで 
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  午後 1 時から午後 4 時まで 

 

※郵送での申し込みの方は、電話での受付後に申請書をお送り致しますので、必要事項を記入

の上ご返送ください。なお、郵便が通常営業となっていないため、電話での受付から発行まで２

か月程度の期間を要する見込みです。  

⇒申請書郵送入力画面へ 

  

  申申申申しししし込込込込みのみのみのみの際際際際ごごごご準備準備準備準備いただきたいものいただきたいものいただきたいものいただきたいもの 

  

 印鑑と預金通帳、身分証、ある場合は被災した建物の写真をお持ちください。また、代理人が

申請する際は委任状が必要となります。 ⇒委任状（PDF：34KB）   

  

  証明書発行証明書発行証明書発行証明書発行についについについについてててて 

  

・津波の被害についての証明書・・・・・受付後、当日発行。 

・地震の被害についての証明書・・・・・受付後に順次申請者の立会いのもと調査を行い後日発行。 

                       （1 ヶ月程度で発行予定） 

※警戒区域内の原町区の一部及び小高区の地震被害の建物については、現在調査を行うこと

が出来ないため、警戒区域の解除後に発行となります。 
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※大規模半壊以上の方は、被災者生活再建支援制度の申し込みも併せて受け付けます。 

 

【問合せ先】 

総務部 税務課 資産税係 

 〒975-8686 

 南相馬市原町区本町二丁目 27 

 南相馬市役所 1 階 

  電話：0244-24-5227 

  FAX：0244-24-5214 

   E-mail：zeimu@city.minamisoma.lg.jp 

 

市長公室すぐにやります課 

 〒975‐8686  

 南相馬市原町区本町二丁目 27 
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 南相馬市役所本庁舎 1 階 

  電話：0244-24-5238 

  FAX：0244-24-5229 

  E-mail：suguniyarimasu@city.minamisoma.lg.jp  

 

  

     りりりり災届出証明書災届出証明書災届出証明書災届出証明書（（（（動産等動産等動産等動産等））））のののの申申申申しししし込込込込みについてみについてみについてみについて 
  

    

  対象対象対象対象となるとなるとなるとなる事業所事業所事業所事業所 

  

 東日本大震災（津波・地震）により、市内にある事業所等が直接被害を受け、再建のために融

資などの手続きに関して、事業所の設備、機械、商品、車輌等の被害（水没、破損、横転、落下

破損など）に対するり災の証明を必要とする事業者。  

  

  届出書類届出書類届出書類届出書類 

 

１．り災届出証明願 正副 2 通・・・1 部交付（押印は社印） 

２．被害状況が分かる写真 

３．被災事業所がわかる地図 

４．動産等の所有が確認できる書類（決算書、見積書等） 

※申請の際は、本人が確認できる証を持参ください。り災者本人以外の申請のときは委任状を

持参ください。 

  り災届出証明願（Word 様式：33KB PDF 様式：61KB） 

  委任状（PDF：34KB）  

   

  受付受付受付受付 

  

４月２５日より南相馬市役所西庁舎２階商工労政課で受付を開始します。 

受付時間：午前 9 時から午前 11 時 30 分まで 

            午後 1 時から午後 4 時まで 

 

【問合せ先】 

経済部 商工労政課 

 〒975-8686 

 南相馬市原町区本町二丁目 27 

 南相馬市役所西庁舎 2 階 

 電話：0244-24-5264 

 FAX：0244-23-7420 
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 E-mail：syokorosei@city.minamisoma.lg.jp  

   


